
2020年 4月 6日 

 

当社従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

2020年 4月 4日、滋賀県守山市の当社事業所に勤務する従業員 1名（4月 1日以降出勤な

し）が、新型コロナウイルス感染症検査を受けたところ、陽性との結果が出ましたが、当該

事業所は保健所より濃厚接触者には当たらないと判断が出ております。 

 

詳しい経緯としまして、 

当該従業員は、滋賀県内で感染が確認された勤務先にて濃厚接触者とされた方の妻であり、

夫が 4 月 2 日にコロナウイルス検査結果で陽性が出たのを受け、4 月 3 日に当該従業員も

検査を行い、上記の結果となりました。 

 

保健所および滋賀県医療福祉推進課の担当者による疫学的調査、国立感染症研究所の先生

による意見回答により、今回陽性とされた従業員については、調査日の 4 日時点で特段の

症状がなく、また４月１日以降入居者および職員に接触していないことを踏まえ、当社事業

所には濃厚接触者には該当するものはいない、とされました。 

 

保健所の指導により、事業所の消毒を実施しており、念のため、入居者および職員について

は、二週間の健康観察を実施することとしています。 

 

関係者の皆様には多大なご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。 

当社では、今後も入居者様、職員の安全確保を最優先に、保健所など関係機関との密な連携

を行ってまいります。 

関係者の皆様には、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 


